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２ 地域福祉とは 

地域福祉とは、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域住民や社会福祉関係

者が互いに協力し、地域社会全体で住民の福祉を支える仕組みです。また、社会福祉法第４条

第１項では「地域住民」を地域福祉の推進に努める主体と位置づけています。 

地域での支え合いを築いていくための考え方として、「自助」・「互助」・「共助」・「公助」と 

いうものがあり、これらが相互に働き合い、地域福祉活動に取り組んでいく必要があります。  

 

自助（個人） 自分自身や家族でできることは自ら行う 

互助（近隣） 隣近所や友人・知人とお互いに支え合い、助け合う 

共助（保険） 制度化された相互扶助（医療、年金、介護保険など） 

公助（行政） 
行政機関などが提供する福祉サービス 

（生活保護、人権擁護、虐待対策など） 

 

 

■自助・互助・共助・公助のイメージ 
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